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[長期総合計画] [事業基本情報]

分野別目標 2 ○ 管理経費

政 策 4

施 策 2 ○ 法定受託事務

取組方針 2

S61 永続

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel）

関連課

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

5,136,116 5,070,844 3,255,419 2,627,547 1,318,471 1,212,031 1,378,887

- - ▲36.6% ▲48.2% ▲59.5% ▲53.9% ▲100.0% ▲22.5% -

330,100 275,799 388,709 407,970 228,099 382,006 374,222

34,736 20,284 23,031 35,559 25,126 36,305 38,648

364,836 296,083 411,740 443,529 253,225 418,311 412,870

1,609,337 1,877,502 7,175 0 9,720 7,165

2,167,900 1,931,500 1,364,600 1,333,300 19,800 14,500

497,697 111,381 530,244 648,875 523,026 669,947 595,768
861,182 1,239,461 1,533,117 645,372 765,925 520,419 783,119

40.00 40.00 39.25 54.86 39.25 48.06 47.08

12.00 12.00 8.43 18.10 8.43 16.77 17.11

３　目標及び実績
単位 平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目標値

実績値 43,133 87,808

達成度(%)

目標値

実績値 90,733 39,443

達成度(%)

目標値

実績値 1,773,493 13,811,944

達成度(%)

目標値

実績値 7,809,102 2,479,005

達成度(%)

実
施
内
容

ごみ受入れ及び計量
ごみ受入れに伴う手数料の徴
収
粗大ごみ等の切断
施設修繕等維持管理
余熱利用による発電
基幹改良整備工事

ごみ受入れ及び計量
ごみ受入れに伴う手数料の徴
収
粗大ごみ等の切断
施設修繕等維持管理
余熱利用による発電
基幹改良整備工事

ごみ受入れ及び計量
ごみ受入れに伴う手数料の徴
収
粗大ごみ等の切断
施設修繕等維持管理
余熱利用による発電

ごみ受入れ及び計量
ごみ受入れに伴う手数料の徴収
粗大ごみ等の切断
施設修繕等維持管理
余熱利用による発電

ごみ受入れ及び計量
ごみ受入れに伴う手数料の徴
収
粗大ごみ等の切断
施設修繕等維持管理
余熱利用による発電

平成30年度

当初予算

35.0%

374,222

事業費 1,779,925

事業費等　（千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

伸び率（％）

50,106

活
動
指
標

そ の 他

38,648

国庫支出金

県支出金

412,870

194,670

人件費

正規職員
正規職員以外

小計

平成27年度

所要人数
（人）

正規職員
正規職員以外

3,125,970

成
果
指
標

79,498

主な予算内訳

9,944,944

消耗品費190,697（千円）・機械修繕料464,451（千円）・管理委託料291,683（千円）・整備工事請負費648,000（千円）他

47.08

総搬入量（エネルギーセンター）

指標名

ｔ

売電量（エネルギーセンター）

売電量（クリーンセンター）

ｔ

㎾h

㎾h

総搬入量（クリーンセンター）

399,000市　　債

595,768

17.11

590,487一般財源（税等）

清掃工場費

一般会計

衛生費

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

中間処理事業（焼却処理・破砕処理等）

事業区分(1)
事業経費

その他

循環型社会の形成

住みたいと選ばれる魅力があふれるまち

その他

款

平成２８年度 平成２９年度平成２６年度 平成２７年度

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
この中間処理事業（主に焼却処理）は、和歌山市から出る一般廃棄物などを受入・計量を行った
後大型ごみについては破砕処理後焼却後又焼却時に出る余熱を利用し発電を行いエネルギーの回
収（熱回収）を行っています。発電は所内（同一敷地内に有るし尿処理施設の青岸工場を含む）
で使用後、余剰分が有れば、電力会社に送電しています。一般廃棄物の適正な処理は地方自治体
の自治事務で有り市民生活に直接影響の多い業務であります。
 平成２４年度から４箇年で、青岸エネルギーセンターの延命化とCO2削減による温暖化対策整備
を兼ねた基幹改良を行った。

一般廃棄物の焼却と再資源化を図り、適正に処理を行う。

青岸清掃センター

一般廃棄物課・収集センター

平成３０年度

和歌山市循環型社会形成推進地域計画

山崎正博　(428-4153)

事業期間 ～

大事業

項

清掃工場事業

会計

中間処理事業事項

会計・
予算区分

継続事業種別

廃棄物の適正処理、適正管理
事業区分(2)

自治事務

自然と共生する環境にやさしい社会の形成

清掃費

目



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実

現状維持

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

ゼロ

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

見直し・改善内容 エネルギーセンターの運転維持管理業務を平成30年度から委託するように進めている。

担当課評価の根拠 一般廃棄物の適正な処理は地方自治体の自治事務であるため、計画どおり進める必要がある。

事
業
内
容
の
方
向
性


